
危 安 協  N E W S   ～7月号～  R7.7.15配信  

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

 令和 7年度危険物安全週間推進標語 

「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る 」 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

＜もくじ＞ 

【広島市危険物安全協会からのお知らせ】 

① 令和 7年度 後期 危険物取扱者試験（国家資格） について  

② 令和 7年度 後期 危険物取扱者試験 対策講習会等 実施について 

③ 令和 7年度 前期 危険物取扱者 保安講習 について  

④ 広島市危険物安全協会事務局より(編集後記)  

【広島市消防局からのお知らせ】 

⑤ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布及びその運用について 

⑥ （一財）全国危険物安全協会による完全オンラインの保安講習がスタート！ 

 

 

 

 

 

================================================================================ 

          【広島市危険物安全協会からのお知らせ】 

================================================================================ 

………………………………………………………………………………………………………… 

① 令和 7年度 後期 危険物取扱者試験（国家資格） について 

………………………………………………………………………………………………………… 

  消防法上の危険物を取り扱ったり、その立ち会いを行うには、危険物取扱者の資格が必要 

です。資格を取得するには、危険物取扱者試験に合格しなければなりません。 

この資格にぜひ、チャレンジしてみませんか？ 

 広島市で行われる次回の試験日程等は、次のとおりです。 

   

 １ 試験日等 

    ・試 験 日 令和 7年 11月 16日（日） 

   ・種   類 全種類（甲種、乙種第１類から第６類、丙種） 



   ・受付期間 令和 7年 9月 29日（月）～ 10月 6日（月） 

 

 ２ 受験願書・試験案内・試験手数料払込用紙の配布 

      ・（一財）消防試験研究センター広島県支部 

      ・広島市消防局・各消防署 

   ・広島県消防保安課（広島県庁北館 4階） 

   ・広島県行政情報コーナー（広島県庁南館１階） 

   ・ネットでの申し込みも可能です。 

    https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/guide.html 

 

 ３ 受験願書の提出先（郵送又は持参） 

   （一財）消防試験研究センター広島県支部 

    〒730－0013 広島市中区八丁堀 14番 4号  

              ＪＥＩ広島八丁堀ビル 9階   

           電話 ：082-223-7474 

    受付時間 9時 00 分～17時 00分（ただし 12時 00分～13時 00分を除く） 

         土曜日、日曜日、祝日は受付をしていません。 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

② 令和 7年度 後期 危険物取扱者試験 対策講習会等 実施について 

………………………………………………………………………………………………………… 

当協会では、危険物取扱者試験(乙種第 4類)に備えて、「対策講習会」や「直前講習 

(模擬試験)」を行います。ぜひ、ご受講ください。 

 

【対策講習会（2日間コース）】 

  この対策講習会は、1 日目に危険物関係法令を、２日目に物理学及び化学等の解説を、 

それぞれ行います。 

 

  １ 日    時 令和 7年 10月 11日（土）～ 令和 7年 10月 12日（日） 

                  9時 30 分～16時 00分（受付 9時 00分～） 

          

  ２ 場    所 広島市消防局 6階講堂 

広島市中区大手町五丁目 20番 12 号 

（駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。） 

                

    ３ 受 講 料  10,500 円 

（テキスト代、消費税を含む。当協会会員及び学生） 

        ※ 当日の受付でお支払いください。 

        ※ 非会員の方は、賛助会員【1年間有効】の入会費 3,000円が別途必要です。 

  

  ４ 申込方法 当協会会員の方は、事業所を通じてお申込みください。会員以外の 

         方は、電話かＦＡＸ、またはＥメールでお申込みください。 

        (ＦＡＸまたはＥメールの場合は、事業所名・氏名・連絡先電話番号 

を記入してください。） 

    ※ 申込書は当協会ホームページよりダウンロードできます。 

https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/guide.html


    申込書各種ダウンロード | 広島市危険物安全協会 

                  

 

【対策講習会（1日コース）】 

  この対策講習会では、午前に危険物関係法令を、午後に物理学及び化学等の解説を、 

それぞれ行います。（1日コースは 2日間コースのダイジェスト版です。日程に余裕 

のある方は 2日間コースの受講をおすすめします。） 

 

  １ 日    時 令和 7年 10月 25日（土） 

                  9時 00 分～16時 30分（受付 8時 30分～） 

          

  ２ 場    所 広島市消防局 6階講堂 

広島市中区大手町五丁目 20番 12 号 

（駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。） 

                

    ３ 受 講 料  9,000 円 

（テキスト代、消費税を含む。当協会会員及び学生） 

        ※ 当日の受付でお支払いください。 

        ※ 非会員の方は、賛助会員【1年間有効】の入会費 3,000円が別途必要です。 

  

  ４ 申込方法 当協会会員の方は、事業所を通じてお申込みください。会員以外の 

         方は、電話かＦＡＸ、またはＥメールでお申込みください。 

         (ＦＡＸまたはＥメールの場合は、事業所名・氏名・連絡先電話番号 

を記入してください。） 

    ※ 申込書は当協会ホームページよりダウンロードできます。 

    申込書各種ダウンロード | 広島市危険物安全協会 

                  

【直前講習会（模擬試験）】 

  模擬試験及び試験直前の総まとめ講習を行います。 

 

  １ 日    時 令和 7年 11月 1日（土） 

9時 45分～16時 00分（受付 9時 15分～） 

 

  ２ 場    所 広島市消防局 6階講堂 

広島市中区大手町五丁目 20番 12 号 

            （駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。） 

 

３ 受 講 料  3,500 円(消費税を含む。) 

当日受付でお支払いください。 

  

  ４ 申込方法 当協会会員の方は、事業所を通じてお申込みください。会員以外の 

         方は、電話かＦＡＸ、またはＥメールでお申込みください。 

         (ＦＡＸまたはＥメールの場合は、事業所名・氏名・連絡先電話番号 

を記入してください。） 

    ※ 申込書は当協会ホームページよりダウンロードできます。  

http://kiankyo.o.oo7.jp/application.html
http://kiankyo.o.oo7.jp/application.html


    申込書各種ダウンロード | 広島市危険物安全協会 

 

【問合せ先】 

   広島市危険物安全協会 

      電話  : 082-546-3498 

      ＦＡＸ : 082-546-3497 

      Ｅメール：kiankyo@nifty.com  

   

【その他】 

      詳細は当協会のホームページをご覧ください。 

   講習会等案内 | 広島市危険物安全協会 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

③ 令和 7年度 前期 危険物取扱者 保安講習 について  

………………………………………………………………………………………………………… 

危険物取扱者保安講習とは、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に対する消防 

法第 13条の 23の規定に基づく講習です。 

 

   １ 受講義務者 

     危険物取扱者免状の交付を受けており、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所で危 

険物の取扱作業に従事している人は、次の期日までに講習を受講しなければなり 

ません。 

また、受講しなかった場合は消防法違反となりますので、ご注意ください。 

 

    （１） 危険物の取扱作業に新たに従事する人は、その日から 1年以内 

      ただし、過去 2年以内に免状の交付を受けている場合又は講習を受けている 

場合は、免状交付日又は講習受講日以後の 4月 1日から 3年以内 

 

   （２） 前回の講習を受けた後、引き続いて危険物の取扱作業に従事している人は、 

前回講習日以後の 4月 1日から 3年以内 

 

   ２ 広島市での講習日 (広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1丁目-6-29) 

   

   （１）令和 7年 7月 30日（水） 

          13時 30分～16時 30分・・・その他（給油取扱所以外） 

  

    （２）令和 7年 7月 31日（木） 

           9時 30分～12時 30分・・・給油取扱所 

          13時 30分～16時 30分・・・その他（給油取扱所以外） 

    

    （３）令和 7年 8月 1日（金） 

9時 30分～12時 30分・・・その他（給油取扱所以外） 

13時 30分～16時 30分・・・給油取扱所 

 

  ※「給油取扱所」       : 給油取扱所の危険物取扱者を対象とした講習 

http://kiankyo.o.oo7.jp/application.html
mailto:kiankyo@nifty.com
http://kiankyo.o.oo7.jp/training.html


  「その他(給油取扱所以外)」 : 給油取扱所及び石油コンビナート等特別防災 

区域内の製造所等以外の製造所等の危険物取扱 

者を対象とした講習 

     なお、受講日時及び講習会場は受講票によって指定し、本人あてに通知されます。 

 

  ３ 受講申請書の配布場所 

    ・ 広島市消防局・各消防署 

    ・（一社）広島県危険物安全協会連合会 

    ・ 広島県消防保安課（県庁北館 4階） 

 

  ４ 受講申請書の受付期間 

消防署等の窓口での申請受付は、令和 7年 5月 20日（火）で終了しました。 

≪以後の受講申請等については、下記の問合せ先にご相談ください。≫ 

 

       

   ５ 問合せ先 

   ・（一社）広島県危険物安全協会連合会 

     〒732-0053 広島市東区若草町 6番 15号 坂部ビル 1階  

     電話  ：082-261-8251 

   ・広島県消防保安課  

     〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号 

     電話  ：082-513-2791 

   保安講習案内 | 一般社団法人 広島県危険物安全協会連合会 

 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

④ 広島市危険物安全協会事務局より(編集後記)  

………………………………………………………………………………………………………… 
毎年恒例になりつつありますが、今年の夏の暑さもとても厳しそうですね。 
そして厳しい暑さとセットになっているのが、熱中症リスク。私は経験したことがないの 

で、どんな後遺症があるのか調べてみました。すると、予想していたものよりとても恐ろし 
い重度の後遺症がありました。皆様に健康にお過ごしいただきたいので、少しご紹介します。 

 
             【重症度ごとの熱中症の症状】 
Ⅰ度・・・めまい・失神（立ちくらみ）、筋肉痛・筋肉の硬直（筋肉の「こむら返り」、 
大量の発汗） 
 
Ⅱ度・・・頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感（体がぐったりする） 
 
Ⅲ度・・・意識障害・痙攣・手足の運動障害（呼びかけや刺激への反応がおかしい、体 
がガクガクとひきつけがある、真直ぐに歩けないなど）、高体温（体を触ると熱いとい 
う感触がある） 
 

【熱中症に関する異常を認めたときは】 
Ⅰ度・Ⅱ度（涼しい場所で体を冷やし、水分及び塩分の摂取等を行う。） 
意識は清明であるが自力で水分摂取できない、自力で水分摂取できるが症状が回復し 
ない等必要と判断した場合・・・医療機関へ 
 
Ⅲ度（涼しい場所で体を冷やし、保冷剤などで冷やす。）・・・すぐに救急車を呼ぶ 

 

※熱中症は重症度が高い場合は後遺症（高次脳機能障害・歩行障害・パーキン

ソン症候群等） 

のリスクも高く、時として人の命を奪います。 

https://kenkiren.org/security-class/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重症度がⅢ度は迷わず救急車を呼び、また、Ⅱ度でも必要と判断した場合はすぐに医療 

 機関を受診しましょう。 

 
詳しくは下記 URL の広島市消防局のホームページ（熱中症の予防、対処方法）をご参照く
ださい。 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kyukyu/321437.html 
 
 
 
 
 
 
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、 
令和 7 年 6 月 1 日から施行されています。 
 
職場における熱中症対策の強化について｜広島労働局 
 
001476821.pdf 
 
 
 

 

================================================================================ 

         【広島市消防局からのお知らせ】 

================================================================================ 

………………………………………………………………………………………………………… 

⑤ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布及びその運用について 

………………………………………………………………………………………………………… 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令、危険物の規制に関する規則の一部を 

改正する省令及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す 

る件が令和 7年 5月 14日に公布され、その翌日から施行されました。 

 この改正では、リチウムイオン蓄電池の取扱い等に係る規制の見直し等が行われました。 

 改正の概要及びその運用については、消防庁から通知が発出されています。 

詳細は、下記リンクからご参照いただけます。 

  

通知①：危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kyukyu/321437.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/newpage_00019.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/e361e46b2532df6f6911b3e399dd73a332c7a1bd.pdf


 

通知②：危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の運用について 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

⑥ （一財）全国危険物安全協会による完全オンラインの保安講習がスタート！ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 令和 7年 6月から、一般財団法人全国危険物安全協会による完全オンラインの保安講習 

がスタートしました！ 

 個人でも、法人でも、下記リンク先からお申込みいただけます。 

 完全オンラインなので、ご自身のペースで受講が可能です（申込完了から 30日間）。 

 広島市での講習日程ではスケジュールが合わなかった方や申請の期限に間に合わなかっ 

たという方は、ぜひご確認ください。 

 

 ↓オンライン保安講習のお申し込みはこちら↓ 

オンライン保安講習 (指定講習機関) | 一般財団法人 全国危険物安全協会｜危険物取扱

者試験準備講習、保安講習  

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

◇広島市危険物安全協会事務局◇  

〒730-0051  

広島市中区大手町五丁目 20-12（広島市消防局 4F） 

TEL(082)546-3498(直通）・FAX(082)546-3497 

E メール  kiankyo@nifty.com 

ホームページアドレス   http://kiankyo.o.oo7.jp/ 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250527_kiho_116.pdf
https://www.zenkikyo.or.jp/zenkikyo-onlin/
https://www.zenkikyo.or.jp/zenkikyo-onlin/

